
 

 

魚病対策促進協議会（第５回） 

議事次第 

 

 

１．日時及び場所 

 

令和３年１月２７日（水）１３：００～１５：００ 

Ｗｅｂ会議（座長、副座長、事務局のみ 農林水産省４F会議室 ドア№449） 

 

 

２．議題 

 

 報告事項 

１．遠隔水産動物医療ガイドライン（案） 

２．獣医師による事業者団体の検討状況 

 

 協議事項 

１．「かかりつけ獣医師」の定義 

２．獣医師の量的拡充の数値目標 

３．水産用医薬品の使用基準の見直し 

４．ワクチン接種等感染症対策の在り方 

５．魚病対策の迅速化に向けた取組みの評価 

   

  今後のスケジュール 

 

 

３．配布資料 

 

・議事次第 （本紙） 

・出席者名簿 

・「魚病対策促進協議会」開催要領 

・資料１ 「規制改革実施計画」実施項目への対応について 

・資料２ 今後の開催スケジュール 

・別紙 令和２年度水産用医薬品要望調査 

 



氏名 現職 出欠

獣医師 逸見　明臣 株式会社ゴトー養殖研究所　顧問
出席

（web参加）

久保埜　和成 あすかアニマルヘルス株式会社　グループマネジャー
出席

（web参加）

高野　良子 共立製薬株式会社　開発本部ワクチン開発部次長
出席

（web参加）

森友　忠昭 日本大学生物資源科学部獣医学科魚病学研究室　教授
出席

（web参加）

○和田　新平 日本獣医生命科学大学獣医学部獣医学科水族医学研究室　教授 出席

◎廣野　育生 東京海洋大学学術研究院海洋生物資源学部門　教授 出席

升間　主計 近畿大学水産研究所　所長
出席

（web参加）

中易　千早
国立研究開発法人水産研究・教育機構
水産技術研究所　病理部長

出席
（web参加）

中居　裕 岐阜県水産研究所　所長
出席

（web参加）

福田　穣
大分県農林水産研究指導センター水産研究部
非常勤職員（現場アドバイザー）

出席
（web参加）

木村　泰造 全国鮎養殖漁業協同組合連合会　会長
出席

（web参加）

竹田　英則 一般社団法人全国海水養魚協会　副会長理事
出席

（web参加）

前田　若男 一般社団法人全国海水養魚協会　副会長理事
出席

（web参加）

岩下　誠 公益社団法人日本水産資源保護協会　事業部長
出席

（web参加）

廣田　浩子 一般社団法人全国消費者団体連絡会　政策スタッフ
出席

（web参加）

松永　和紀 ジャーナリスト
出席

（web参加）

◎：座長、○：副座長

消費者・
ジャーナリスト

第５回魚病対策促進協議会　委員名簿

水産用医薬品
メーカー

大学・研究

水産試験場

養殖関係者
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「魚病対策促進協議会」開催要領 

 

１．趣旨 

水産業の成長産業化を実現するためには、養殖業発展のための環境整備に取

り組むこと求められており、今後、安定的に養殖魚を増産していくため、食の

安全を前提とした上で、魚病対策の充実と迅速化に取り組んでいく必要がある。 

こうした状況を踏まえ、規制改革実施計画（令和元年６月 21 日閣議決定）

においても、魚病対策の迅速化に向けた取り組みとして 

①  魚病対策に関する情報の共有化や学術交流を行うため、獣医師、医薬品

メーカー、水産試験場、大学等研究機関、養殖業者等により構成される協

議会を設立すること。 

②  当該協議会において、当該計画に定められた規制改革の内容の措置の結

果、魚病対策がどれだけ迅速化されたかの評価を実施すること。 

③  当該協議会において、魚病に詳しい獣医療の事業者団体の設立に向けた

検討を促すこと。 

が決定されたところである。 

このため、魚病対策促進協議会（以下「協議会」という。）を設置すること

とする。 

 

２．構成員 

協議会は別紙に掲げる委員により構成し、必要に応じ、委員以外の実務に精

通した者の出席を求めることができることとする。 

 

３．座長及び座長代理 

（１）協議会には、座長及び座長代理を置く。座長は委員の互選により選任し、

座長代理は委員のうちから座長が指名する。 

（２）座長は、会務を総理し、協議会の議長となる。 

（３）座長代理は、座長を補佐し、座長が欠席の際は、その職務を代理する。 

 

４．ワーキンググループ 

（１）協議会には、必要に応じてワーキンググループを置くことができる。 

（２）ワーキンググループの委員は、座長が指名することとし、必要に応じ、実

務に精通した者の出席を求めることができることとする。 
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５．運営 

（１）協議会及びワーキンググループは原則公開とする。ただし、意見交換会の

運営に著しい支障があると認められる場合には、非公開とすることができ

る。 

（２）協議会及びワーキンググループの配布資料は、農林水産省のホームページ

により原則公表する。 

（３）協議会及びワーキンググループの議事録は、意見交換会終了後、委員の了

承を得た上で、農林水産省のホームページにより公表する。 

 

６．事務局 

事務局は消費・安全局畜水産安全管理課水産安全室に置くものとする。 

 

７．その他 

協議会及びワーキンググループは、水産用医薬品の開発促進を進める観点か

ら、国立研究開発法人水産研究・教育機構 増養殖研究所が設置する「水産用

医薬品開発促進連絡会」と連携を図ることとする。 




